
別
表
第
二
（
第
十
条
関
係
）
騒
音
計
及
び
振
動
レ
ベ
ル
計
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

騒
音
計

基
準
静
電
型
マ

イ
ク
ロ
ホ
ン

次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
。

五
名

実
効
値
測
定
装

置

波
高
率
五
の
電
気
信
号
の
実
効
値
電
圧
が
測

定
で
き
る
も
の

一

学
校
教
育
法

に
よ
る
大
学
、

旧
大
学
令
に
よ

る
大
学
又
は
旧

専
門
学
校
令
に

よ
る
専
門
学
校

に
お
い
て
理
学

又
は
工
学
の
課

程
を
修
め
て
卒

業
し
た
者
で
、

騒
音
計
の
検
査

に
一
年
以
上
従

事
し
た
者

静
圧
影
響
試
験

装
置

温
湿
度
試
験
装

置静
電
気
放
電
試

験
装
置

電
源
周
波
数
磁

界
試
験
装
置

無
線
周
波
コ
モ

ン
モ
ー
ド
試
験

装
置

二

研
究
所
の

「
一
般
計
量
教

習
」
以
上
を
修

了
し
た
者
で
、

計
量
の
実
務
に

一
年
以
上
従
事

し
た
者

電
圧
デ
ィ
ッ

プ
／
短
時
間
停

電
試
験
装
置

電
圧
サ
ー
ジ
試

験
装
置

日
本
工
業
規
格
Ｃ
一
五
一
六
に
規
定
す
る
試

験
が
で
き
る
も
の

電
源
フ
ァ
ス
ト

ト
ラ
ン
ジ
ェ
ン

ト
試
験
装
置

三

環
境
計
量
士

（
騒
音
・
振
動

関
係
）

正
弦
波
電
気
信

号
発
生
器

四

一
又
は
二
に

掲
げ
る
者
と
同

等
以
上
の
能
力

を
有
し
て
い
る

と
研
究
所
理
事

長
が
認
め
た
者

自
由
音
場
試
験

装
置

カ
プ
ラ

ト
ー
ン
バ
ー
ス

ト
試
験
装
置

電
源
電
圧
変
動

試
験
装
置

振
動
レ
ベ
ル

計

基
準
サ
ー
ボ
式

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

五
名

実
効
値
測
定
装

置

波
高
率
五
の
電
気
信
号
の
実
効
値
電
圧
が
測

定
で
き
る
も
の

正
弦
波
電
気
信

号
発
生
器

振
動
特
性
試
験

装
置

自
己
雑
音
試
験

装
置

日
本
工
業
規
格
Ｃ
一
五
一
七
に
規
定
す
る
試

験
が
で
き
る
も
の

温
度
特
性
試
験

装
置

バ
ー
ス
ト
信
号

応
答
試
験
装
置

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関

す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
に

改
め
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
八
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
計
量
法
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
計
量
法
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」
を「
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
」

に
改
め
る
。

（
計
量
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
校
正
機
関
を
指
定
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

計
量
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
校
正
機
関
を
指
定
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省

令
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
中
「
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
を
「
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
」
に
、「
第
一
研
究

部
門
新
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
電
磁
波
計
測
研
究
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
九
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
九
条
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第

二
項
並
び
に
第
五
十
条
の
六
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法

人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
経

済
産
業
省
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令

第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
監
査
報
告
の
作
成
）

第
一
条
の
二

情
報
・
研
修
館
に
係
る
通
則
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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